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第１４回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日  時  ２０１１年５月１０日（火）１０：３０～１１：２５ 

 

２．場  所  中央合同庁舎４号館 １０階 １０１５会議室 

 

３．出 席 者 原子力委員会 

         近藤委員長、鈴木委員長代理、秋庭委員、大庭委員、尾本委員 

       内閣府 

         梶田審議官、中村参事官、吉野企画官、藤原参事官補佐 

 

４．議  題 

 （追加議題）東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に関する当面の対応について（見

解） 

 （１）新大綱策定会議の構成員について 

 （２）鈴木原子力委員会委員長代理の海外出張報告について 

 （３）その他 

 

５．配付資料 

 （追加資料）東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に関する当面の対応について（見

解）（案） 

 （ １ ）新大綱策定会議の構成員について 

 （２－１）鈴木原子力委員会委員長代理の海外出張報告 

 （２－２）東日本大震災以降の原子力政策に関する国際動向 

     －平成２２年度科学技術基礎調査等委託「世界の原子力事情に関する調査」より－ 

 （ ３ ）第６回原子力委員会定例会議議事録 

 （ ４ ）第９回原子力委員会定例会議議事録 

 （ ５ ）第１１回原子力委員会定例会議議事録 

 （ ６ ）第１２回原子力委員会定例会議議事録 

 （ ７ ）第１３回原子力委員会定例会議議事録 

第１６回原子力委員会

資 料 第 ４ 号
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６．審議事項 

（近藤委員長）おはようございます。第１４回の原子力委員会定例会議を開催させていただき

ます。 

  本日の議題は、一つが新大綱策定会議の構成員について、それから二つが鈴木原子力委員

会委員長代理の海外出張報告について、三つ、その他となっておりますが、追加議題として、

東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に関する当面の対応についてということについて

の私どもの見解を出すことについて、議題に加えたいと思います。そして、その議題をでき

れば最初にすることにしたいと思いますが、いかがでございましょうか。よろしゅうござい

ますか。 

（一同異議なしの声） 

 

（追加議題）東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に関する当面の対応について（見

解） 

 

（近藤委員長）最初の議題ですが、前回皆様と自由討議いたしまして、政府における今後の取

組に対する委員会の見解を明らかにするとともに、委員会が、私どもがその責務を果たすた

めの当面何をしようとしているかということも合わせて明らかにするべきではないかという

ご意見が多数を占めましたので、具体的にどんなことを見解にしたら良いかということにつ

いて皆様と相談してきたわけであります。本日はその見解がこういうことかということでま

とめましたので、それについてご審議をいただければと思います。 

  まず事務局からこれを読み上げていただいてと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（中村参事官）それでは、読み上げさせていただきます。お配りしてある資料の追加資料とい

うふうに番号を打ってある資料でございます。 

 

東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に関する当面の対応について（見解） 

（案） 

 

  原子力基本法は、我が国における原子力利用は安全の確保を旨とし、将来のエネルギー資

源を確保し、人類社会の福祉と国民生活の水準の向上に寄与すること等を目指すべきとして
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います。原子力の研究、開発及び利用に関する事項等について企画、審議、決定することを

所掌する原子力委員会は、これに反する結果をもたらした東京電力（株）福島第一原子力発

電所事故を深刻に受け止め、その調査結果を踏まえて、今後の政策に関する事項を決定して

いく所存です。 

  現在、当該発電所の現場においては、事故当初のように短時間に状況が大きく変わる可能

性は低減してきましたので、そこでの対応は、安定した炉心冷却のためのシステム構築など、

継続的に必要となる事柄に変わってきています。一方、住民に対する対応においては、事故

の結果生じた放射線環境を評価しながら、緊急避難された方々が帰宅が可能になるまでの間

自宅を離れて生活する基盤を確保するための取組や、地域の復興へ向けた取組に力を入れて

いくべき段階に至っています。また、同時に、全国にある既存の原子力施設については、そ

の安全確認も並行して進められています。 

  原子力委員会は、政府において決定され、関係各方面において実施されていくこれらの対

応においては、当面、次の諸点が配慮されるべきと考えます。 

 

  １．福島第一原子力発電所における事故の収束及びその後に向けての取組 

   東京電力は４月１７日に「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」を公表し

ました。東京電力をはじめ、政府、産業界、研究機関等は、内外の知見と技術を結集し、

これに沿った取組を、災害の防止上支障のないことという法律の求める要件を満たすこ

とをリスク評価等により確認しつつ、的確に推進することに全力を尽くすべきです。 

   また、事故を起こした発電所の廃止措置を実施するためには、大量の放射性廃液の処理、

構内の汚染建物・土壌の処理、発生する大量の低レベル放射性廃棄物の管理・処分、使

用済燃料の運び出し、損傷燃料の取り出しなどが必要です。政府は、東京電力に対して、

これらの実施に向けて短中長期の課題毎のロードマップの提出を求め、その実現に必要

な法的枠組みを整備するとともに、採用して効果的な技術の研究開発を迅速に推進して

いくべきです。 

  ２．地域の復興に向けての取組 

   事故を収束させる取組と並行して、環境放射線量のモニタリングの継続や住民の線量評

価を実施し、その結果に基づき、住民の健康管理、避難等の解除、教育における学校施

設利用の適正化や放射線量の低減に向けた取組、放射性物質に汚染された廃棄物の処

理・処分、土地改良等を含む農畜産業の復興、森林・野生動物対策、海産物対策、産業
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活動・物流活動に係る風評被害の防止に向けた国内外での規制調和等の取組が、国際的

に確立された放射線防護の考え方を踏まえて行われる必要があります。政府は、これら

緊急事態応急対策の実施に対する技術的事項等について原子力安全委員会の助言を得て

迅速かつ効果的に行うよう組織を整備し、それぞれの取組ごとに必要な場合、法的枠組

みを整備するとともに、有効な技術の実証試験の実施などの取組を早急に開始するべき

です。 

  ３．事故調査 

   我が国は、今回の事故の発生や拡大を防止できなかった反省とこの事故から学んだ教訓

を踏まえ、原子力安全確保の仕組みを抜本的に変えていく必要があります。そのため、

事故調査委員会を早急に設置し、この事故の原因を地震津波の想定、プラント設計及び

組織要因にまで遡って調査するとともに、災害対策の取組などを評価し、教訓を汲み出

す作業を行わせるべきです。 

   なお、この事故の調査結果と得られた教訓を国際社会に対して提供することは我が国の

責務でもあります。国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が６月２０日から原子力安全に関する

閣僚級会合を開催するように、国際社会ではこの事故の現時点の評価を行い、教訓をく

み取り、各国が安全確保や非常事態に対する対応能力を強化するための取組を開始でき

るようにすることを目指した様々な活動が開始されています。そこで、政府は、事故は

なお収束に至っていませんが、これまでにわかっている事故に関する事実関係と事故か

ら得られた教訓をできるだけ早期に取りまとめ、次に述べる安全確認作業に反映させる

とともに、国際社会に報告するべきです。 

  ４．安全確認 

   原子力委員会は、原子力利用は、原子力施設に内在する大量の放射性物質によって公衆

が被ばくする事態の発生可能性（リスク）が十分小さくなるように設計、建設、運転さ

れることを前提に進められるべきと考え、政府と事業者のリスク管理活動が高い安全文

化に支えられ、内外の経験や新知見を踏まえてその十分性を絶えず見直しつつ進められ

るよう求めてきました。しかしながら、今回の事故の発生によって、このリスク管理活

動の妥当性に対する国民の信頼が失われました。 

   安全規制機関は決意を新たにして、今回の事故の原因分析と教訓に立脚して法令に基づ

き、このリスク管理活動の目標を改めて明確にし、既存の原子力施設の運転においてこ

の目標を達成するのに必要な取組が最新の知見も反映された形で厳格に行われているこ
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とや過酷事故に備えた準備が行われていることを、透明性を確保しつつ確認するととも

に、取組が不十分と判断された場合には、法令に基づき運転停止を含め厳格な対応をと

ることが必要です。その際、今回の事故を踏まえた諸外国におけるストレステスト（自

然災害、全電源喪失等への対処能力評価）など国際的な取組についても、十分参考にす

ることが重要です。さらに、国民に対して、上記の確認の結果や取組の意味するところ

を丁寧に説明していくべきと考えます。 

  ５．情報提供 

   現在、関係省庁等からプラント情報や環境モニタリングデータなどの情報が提供されて

いますが、これらに加え、各種データが何を意味するか、住民の生活にどう影響するか

など、情報の受け手のニーズに合った解説を行っていく仕組みを充実することが重要で

す。 

 

   原子力委員会は、上記のように、事故の収束から被災した地域や環境の回復、さらに廃

止措置の実施まで、緊急の技術課題が多く存在しますので、研究開発機関等に対して、

こうした課題に関する研究開発や技術の実証に最優先で取り組むことを求めていきます。

また、こうした取組の推進には人材が必須ですが、現在の状況において、このような研

究開発等を含む原子力の研究、開発、利用の取組に参加することを志す若い人材を確保

するためには相当の努力が必要であると考えられます。このため、関係機関に対し、人

材の育成・確保に係る創意工夫を求めていきます。 

   さらに、原子力委員会は、福島第一原子力発電所の事故の結果、原子力発電を取り巻く

社会環境は大きく変化したとの認識に立って、冒頭に述べた調査の結果を待たずに、今

後の原子力政策に関する決定を行うに当たって考慮すべき重要課題の整理を開始します。

その一環として、エネルギー源としての原子力発電の特性（リスク、コスト等含む）と

それを踏まえた今日及び今後２０年から３０年を考えた原子力発電の役割について再検

討等を行います。そのため、定例会議等において、各界の有識者からのヒアリングを開

始します。 

 

 以 上 

 

（近藤委員長）ありがとうございます。それでは、本案を原子力委員会の見解とすることにつ
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いてご審議をお願いいたします。ご意見をどうぞ。 

では、鈴木代理。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございます。我々が議論した結果が全部反映されていると思い

ますので、これでよろしいかと思います。それに加えて、私の思いとして強調したいところ

を幾つかコメントします。 

  みんな重要な項目ですけれども、特に時間的な制約からいって、なるべく早く３番と４番、

事故調査と安全確認について早急に動くべきではないかというのが私が一番今気にしている

ところです。後でもお話ししますが、国際社会の反応は大変厳しくて、特に３番、既にこの

事故からどういう教訓を得るかということについて随分問い合わせもあるということは、３

番の事故調査及び国際社会への報告から安全確認作業への反映というのは急務の課題である

と認識しています。 

  それから、最後の原子力委員会が何をするかというところも、先日の国会答弁でも大変重

要だと我々としては認識しているところで、早急に我々としても今後の原子力政策について

の議論を始めていきたいというふうに思っています。 

  以上です。 

（近藤委員長）秋庭委員。 

（秋庭委員）私もこの見解については全員の一致したところで、これで進めるべきだと思って

おります。そして、私は今委員長代理が３番、４番が優先的にというふうに言われましたが、

それはもちろんのことなのですが、私自身が避難所をいろいろお見舞いに回っていって感じ

るところを思いますと、やはり復興に向けての取組ということも大変重要だと思っています。

どこの避難所でも避難なさっている方々はやはり早く家に帰りたいということを全員おっし

ゃっています。一時帰宅も始まって多少よかったなとは思っているんですが、今後帰るため

の希望を持つということが大事なので、帰ったときにその家の周りはどうなっているのか、

自分たちの健康影響はどうなのか、あるいは子どもたちの学校のことや、さらには産業のこ

とも大変心配になっていらっしゃいます。農業は続けられるのか、漁業は続けられるのか、

そんなことが今迅速に進められていくことによって、避難なさっている方たちがこれからの

生活に希望を持つということが重要だと思っております。 

  そしてさらに、５番目に情報提供というところを入れていただきましたが、色々なデータ

や情報がたくさんのところから出されているものはあるのですが、避難所には残念ながらテ

レビがそれぞれの世帯にあるわけでもありませんし、なかなか情報が伝わりにくいというこ
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とがあります。情報があってもさらに意味するところがどういうふうに受け取ったら良いの

か、どう理解したら良いのかというところを理解しにくいというところがありますので、で

きるだけ分かり易く、丁寧に説明できるように例えば専門家を派遣するなど、そういうこと

が今重要ではないかというふうに思っています。 

  いずれにしろ、私どもがこういうことを踏まえて今後の社会がどういうふうにあるべきか、

その中にあってエネルギーとしての原子力をもう一度考えるということは国民の信頼を得る

意味でも大変重要なことと思っています。 

  以上です。 

（近藤委員長）大庭委員。 

（大庭委員）ここ数日間委員の間で様々な議論がなされた結果がすべて反映されている見解だ

と思っておりますので、私はこれでよろしいのではないかと考えています。その中でも私が

強調したい点は、ほとんど鈴木委員長代理と重なっている部分ですが、事故調査、それから

安全確認を早く行うということです。先ほど鈴木委員長代理もおっしゃいましたが、国際社

会に向けての情報提供という視点、こちらを十分に踏まえた上で、もちろんその前に国民の

皆様への情報提供が前提になっているわけですが、国際社会への情報提供という意味でも事

故調査については早く行う必要があると考えています。 

  そして、原子力委員会がなすべきことを最後の項目でいくつか掲げているわけですけれど

も、その中でも最後のエネルギー源としての原子力発電の促進とそれを踏まえて今日及び今

後２０年から３０年を考えた原子力発電の役割についての再検討を行うということ、これは

非常に重要なことだと思っています。これは先日の科学技術・イノベーション推進特別委員

会でも私が強調したところですが、今後日本は、エネルギーの安定供給、地球温暖化対策、

そして再生可能エネルギーの技術的ポテンシャル、こちらを考えた上でエネルギー政策全体

を考えていかなければいけないと考えています。原子力委員会は、このような前提の下で原

子力発電の役割を再検討することが大事であると考えます。また同時に、原子力の役割につ

いて明確にすることは、エネルギー政策全体を考えることに非常に寄与する、ということを

念頭に置き、この作業を進めるべきであると考えております。 

  以上です。 

（近藤委員長）尾本委員、いかがですか。 

（尾本委員）この見解にもちろん同じ意見です。それと、各々の委員が既におっしゃったこと

と同感で、あまりつけ加えることはないのですが、一言申し上げたいと思います。パラグラ



－8－ 

フ３、４の重要性については私も鈴木委員長代理と全く同感で、パラグラフ３は早期に事故

調査委員会を立ち上げ原因を究明し教訓を抽出することを求めているわけで、今、その委員

会がどれだけの時間を要するのかが不明な状況なのですが、そういう原因究明と教訓抽出が

終わっていない段階でも二つのことを早期にしなければいけないということだと思います。 

  一つは、パラグラフ３に既に書かれていますけれども、予定が決まっている５月末のＩＡ

ＥＡの調査団の訪問とか、あるいは６月末のＩＡＥＡの大臣級会合に合わせるように原因と

教訓を何らかの形で国際社会にきちんと言わなければいけないという状況にあるということ。

それからもう一方は、パラグラフ４にありますように、原因分析と教訓に立脚してリスク管

理活動の目標を明確にして、目標達成の取組状況をレビューして、取組が不十分な場合には

運転停止もあるというように具体的な判断をしていかなければいけないということだと思い

ます。 

  保安院は既に６日に欧州のストレステストにおおむね該当すると思われる緊急時の安全対

策に関する審査基準及び確認状況を公表しておりまして、パラグラフ４に示す安全確認活動

が進められていることを示していると思います。 

  私はこういう状況の中で、パラグラフ３と４に示す活動がここで言っていますリスク管理

活動の目標の明確化を含めて迅速さと論理的な明確さと、それから透明性を持って行われる

ということが非常に重要だというふうに思っております。中でも一番私としては難しいのは、

自然現象という非常に不確かさの高いものに関してリスク目標に関する合意形成と適合性判

断というところだと思いますが、これを機会にきちんと進める必要があるというふうに思っ

ております。 

  以上です。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  それでは、皆さんご異議がないようですので、これをもって委員会の見解ということにし

たいと思います。よろしゅうございますか。 

（一同異議なしの声） 

（近藤委員長）はい、それではそのようにいたします。 

  なお、３番目の事故調査については、前回の定例会でも政府に対してこれに早く取り掛か

ることの重要性を指摘するべしとのご意見を皆様から頂戴したところですが、その後たまた

ま総理にお会いする機会がありましたので、総理にも私どもがこのことを非常に重要と思っ

ているんだということについてお話し申し上げました。このことご報告申し上げます。 
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  それでは、この議題はこれで終わります。ありがとうございました。 

 

 （１）新大綱策定会議の構成員について 

 

（近藤委員長）では、最初の議題に戻って、新大綱策定会議の構成員について、どうぞ。 

（中村参事官）お手元の資料では（１）となっている議題でございます。新大綱策定会議の構

成員につきまして、藤原参事官補佐より説明いたします。 

（藤原参事官補佐）資料第１号に基づきましてご説明をさせていただきます。 

  今もありましたとおり、新大綱策定会議の構成員について変更をお決めいただくものでご

ざいます。ご説明は３ページ目、参考資料を用いましてさせていただきます。 

  これまで電気事業連合会の会長であられました清水様を専門委員として新大綱策定会議に

分属をさせていただいておりましたが、このたびお申し出により、原子力委員会専門委員を

辞され、それに伴い構成員の分属も解除ということになります。そして、新たに電気事業連

合会会長の八木誠様に新大綱策定会議の構成員にお入りいただくという案でございます。 

  ご説明は以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  いかがでございましょうか。このように決定してよろしゅうございますか。 

（一同異議なしの声） 

（近藤委員長）それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。 

  それでは、次の議題。 

 

 （２）鈴木原子力委員会委員長代理の海外出張報告について 

 

（中村参事官）次の議題でございます。鈴木原子力委員会委員長代理の海外出張報告でござい

ます。鈴木委員長代理、よろしくお願いいたします。 

（鈴木委員長代理）５月２日～４日にストックホルムで行われましたアジアにおける原子力ル

ネッサンスと核拡散リスクというワークショップに参加してまいりました。 

  福島の事故以降初めての国際会議に出席ということで、私も今までのプレゼンとはかなり

違う内容のプレゼンだったのですが、ワークショップ自体は事故以前に企画されておりまし

て、主にどちらかというと原子力の平和利用拡大に伴う核拡散リスクをどう扱うかという、
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核軍縮、核不拡散の専門家の会合でした。中国からの参加者だけが欠席だったのですが、日

本をはじめ、アメリカ、ロシア、インド、パキスタンという国から専門家が集まりまして、

日本大使館も渡邉大使が主催していただける夕食会もありましたし、鈴木公使が講演をして

いただくということで全面的にバックアップしていただきましたので、ここで感謝申し上げ

たいと思います。 

  内容ですが、１ページの下から始まるのですが、先程も申しましたように、核不拡散、軍

縮の専門家が主に中心だったので、スピーチもどちらかというとそちらに重点が置かれてい

たのですが、それでもやはり全員の参加者が福島事故の重要性についてかなり強調されたと

いうことがまず第１点。それが非常に深刻であって、その教訓を世界が学ばなければならな

いという認識が全員に共有されたということです。 

  それから、特に包括核実験禁止条約機関の準備委員会、ＣＴＢＴＯの事務局長の方が事故

直後から環境放射線のモニタリングを行った結果、大変重要な情報が共有できたということ

で、ＣＴＢＴＯのネットワークの重要性を強調されていたのが印象的でありました。 

  具体的なセッションの中身ですが、簡単に要約しますと、原子力ルネッサンスそのものに

ついてのセッションでは、スウェーデンの王立科学アカデミーがこの事故以前から調査をし

ておりました２０５０年までのシナリオというのが報告されまして、原子力の役割は非常に

重要であると、今後温暖化を考えれば３倍ぐらいの拡大が必要であるという結果を紹介して

いただきましたが、その前提に、やはり廃棄物、核拡散問題、安全性の確保というのがある

ということで、今回のことで安全のリスクについて再評価する必要があるという認識が出さ

れました。その中でも新型炉の開発の重要性も一応指摘されましたので、少しつけ加えてお

きます。 

  それから、特にこの会議はアジアの原子力拡大ということで、アジアからインド、パキス

タンが参加、中国は残念ながら出なかったのですが、アジアでの原子力の重要性について議

論があったのですが、特に原子力の拡大の中でアジアが非常に重要であるということで、イ

ンド、パキスタンの参加者あるいは日本、それからアメリカの参加者の方々からアジアでの

原子力拡大は今後伸びていくのではないかという認識が出されました。これはどう考えても

エネルギー需要増大に応えるためには必要であろうと。ただし、一方で省エネルギーの重要

性とか再生可能エネルギーの重要性をもっと強調すべきだという意見も出されました。 

  それから、ここから後は核不拡散の専門家の方々の会議らしくて、色々な角度からこの福

島の事故についての分析があったのですが、第２セッションで、本来は核セキュリティのセ
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ッションだったんですけれども、原子力安全性との接点という議論がありました。おもしろ

かったのは、８０年代に全面核戦争による環境に与える影響、いわゆる「核の冬」の新しい

バージョンをやったことで、それが結果としては限定的な核戦争、特に南アジアをモデルに

したんですが、その場合でも一、二年後には、これは飢餓問題ということで深刻な影響が出

るという指摘がされました。これに続いて、今回の事故も大変深刻ではあるが、核爆発、核

戦争に比べると規模が全然違うと。当然ながら今回の事故については死者もまだ出ておりま

せんし、放射能の量を考えても非常に少ないということで、いかに核爆発、核戦争の被害が

大きいものかということを改めて認識すべきだということが強調されたというのが印象的で

ありました。 

  それから、先ほど申しましたように、ＣＴＢＴＯからはモニタリングの重要性が指摘され

ました。 

  あとは、核戦略について。核抑止の議論がもう一度、インド、パキスタンの核問題をめぐ

っていろいろ議論がありました。北朝鮮の問題もありました。 

  平和利用については、ロシアの原子力ビジネスについての議論が大変おもしろかったんで

すが、特に濃縮ビジネスと使用済燃料引取についてロシアの参加者から、濃縮ビジネスの方

は順調にいくだろうけれども、使用済燃料引取についてはなかなか難しいだろうという見解

が出されました。 

  第４セッションではＮＰＴ体制の強化ですが、ここでは鈴木公使がＣＴＢＴの第１４条会

議というものの重要性を説明していただきまして、これは４４か国の批准が進まないと発効

しないその批准を促進するための会議について日本がリーダーシップをとったという説明で

ありまして、大変有意義なセッションだったと思います。中国、インドの専門家の方々もＣ

ＴＢＴＯについては国内でどんどん推進していく方向で議論したいという見解も出されまし

た。 

  それから最後に、会議全体のまとめの議論があったんですが、３点が強調されました。第

一に、福島事故を踏まえての原子力の将来をどう考えるか。これは冷静に客観的に議論する

ことが重要だと。２番目は、原子力の安全性と核セキュリティの接点が明らかになった。こ

の辺を今後議論していくべきだと。３番目は、核兵器のリスクは改めて非常に大きいという

ことが強調されたということ。このワークショップは将来出版の予定ということで、恐らく

１年ぐらいかかると思うんですが、出版していくということであります。 

  次に、今回の出張も含めてなんですが、海外から見たら福島原子力発電所事故はどういう
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ふうに見られているかということで、簡単にまとめてみましたのでご紹介したいと思います。

色々な論文とか新聞の論調とかがあるんですが、大きく５つに分かれるかなと思います。 

  第１に、日本人の勤勉さとか団結力などへの賛辞というのがありまして、これは今回の会

議でもこれをまず言われました。日本人が非常に冷静に対応していると。特に災害に遭われ

た方々が現地で団結力と非常に威厳を持って取り組んでいる姿勢というのは非常に感動的だ

ったという言葉が多くて、これは特に現地の方々に対する賛辞だというふうに私は解釈して

おります。それから、今後の復興に向けても、多分日本人の団結力があればうまくいくだろ

うという、非常に勇気づけられる言葉もいただきました。これは非常に新聞記事なんかでも

多いですね。 

  ２番目は、専門家の方々からの主に科学的な分析が非常に増えてきているということ。こ

れは先ほど申しましたように、この辺をどんどん日本から発信していかないと、海外が先に

事故の科学的分析や提言をしていく方向にあるということで、これも大事だなというのが２

番目であります。特に今後、もちろん安全性向上にどういう点を改善すべきかという話だと

か、ＴＭＩ、スリーマイルアイランドの事故やチェルノブイリ事故と比べてどうかとか、そ

の辺の環境影響評価についてもきちんと冷静に分析していくべきだという点。それから、国

際協力の重要性、特に緊急時の国際協力の重要性についてもかなりの指摘がありました。 

  それから、３番目はそれに関連するんですが、今回の反省という意味で、事故に関する情

報が非常に少なかったということと、日本の危機管理対応についていろいろ不明な点が多い

ということについて批判が多いということであります。これは新聞記事でも多いんですが、

今回もこの会議の後、スウェーデンの規制当局の方とも非公式で意見交換をしたんですが、

情報は非常に足りなかったということと、どういう危機管理対応をして、「誰が一体どうい

う責任を持ってやっているのか」ということについて非常に不透明な部分があったというふ

うな分析が非常に多いということであります。その辺が反省すべき点として挙げられていま

す。 

  それから、４番目がエネルギー原子力政策あるいは安全規制制度、あるいは産業界の取組

に対する全般的な日本に対する見方であります。これもどちらかというと批判的な意見が多

くて、こういう事故に陥ってしまった、至ったのは日本の政策的な問題あるいは安全規制の

問題、原子力産業の構造的問題があるのではないかというふうな分析が幾つか出ております。

もちろん、あまり現実を詳しく調べていない表面的な分析も多いんではありますが、むしろ

かなり深く分析しているのもあるということで、この辺は我々にとっても参考になるのでは
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ないかと思います。 

  それから最後、これは今回の福島の事故は日本だけの問題ではないという、国際的な原子

力政策への影響についての分析も非常に多く見られます。これは先ほどの会議の分析でもそ

うだったんですが、非常に冷静に客観的に分析する論文記事も多いんですけれども、一方で

これが原子力の将来にとっては非常に暗い影を落とすものだという分析とか見方とか。一方

逆に、エネルギー環境上の利点は変わらないという見方も多数出ておりまして、これは非常

に意見が分かれているということだと思います。 

  それから、既に具体的な提言として、国際的な安全基準の確立とか、安全性に関する国際

レジームの見直しといったような提案も出ております。 

  それから、ワークショップでもありましたように、核セキュリティとテロあるいはこの原

子力安全との関係についても既に分析が出ているという点も注目されるところです。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）どうもありがとうございました。 

  それでは、ご質問ご意見、どうぞ。 

  最初の会議について、ロシアのところについてある種のオブザベーションが書いてあるん

ですけれども、この会議のメンバーにロシア人がいなかったんでしょうか、いたんでしょう

か。 

（鈴木委員長代理）いました。ただ、アメリカに在住していたポドビックさんという方で、ス

タンフォードにおられて、今はジュネーブにおられるんです。だから、ロシアの政策関係者

ではないですね。 

（近藤委員長）だからこういう冷めた見方に。 

（鈴木委員長代理）冷めた見方、そうですね。 

（近藤委員長）分かりました。他に。大庭委員。 

（大庭委員）ご報告、ご説明ありがとうございました。まず、会議のところの第４セッション

でＮＰＴ体制の強化についてです。ここには書かれていないんですが、先ほど私の聞き違い

でなければ、第１４条会議を日本がリードをしてきているとのこと、そしてＮＰＴ体制の強

化あるいはＣＴＢＴ、ＮＰＴ体制の強化について、日本がリードしていく、というご説明を

されたような気がするんですけれども。正直なところ、日本がこういったＮＰＴ、ＣＴＢＴ

体制の強化をリードすべきだという議論はありますが、実際にはどういうような形で日本が

寄与できるのかということについては、このセッションではどのような議論があったのかな
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と思いまして、そこのあたりお聞かせ願いたいと思いました。もし私の聞き違いであればご

指摘いただきたいと思います。 

  それから、海外から見た福島原子力発電事故の論調ということで、これはまとめていただ

いてありがとうございます。日々鈴木代理からはメール等で色々なこういったメディアから

の情報もいただいておりまして、本当に勉強させていただいている次第ですが、海外でもう

既に日本のこの事故についての提言なり科学的分析が出されているというご指摘がありまし

た。確かに幾つかあるんですが、それらの中でも鈴木代理の目から見まして傾聴に値する、

かなり真実味がある、あるいは的を射ている、というような分析や提言がなされているとい

った例を挙げていただければと思います。 

  それから、（４）のところですけれども、日本の原子力政策に対しての批判というのがな

されていると。これも事実関係をきちんと調べていないものもあり、表面的なものも多いと

いうことなんですけれども、安全規制や対策に対する分析に批判的な議論というもので、や

はりこれも聞くに値するような論調というのはどういうものがあったのか、４番についても

説明を伺えればと思います。 

（鈴木委員長代理）最初のＣＴＢＴにおける第１４条会議については、これは鈴木公使みずか

らが実は関わっておられたということで、条約は書面に公開されてから３年間たっても発効

しない場合に、その批准を促進させるための会議をするということが条約に書いてありまし

て、それを日本が当初よりこの会議開催に積極的で、第１回の会議が実は当時の高村外務大

臣が議長を務めたということで、そういう意味で積極的に関わってきたと、こういう説明で

した。ＣＴＢＴはもちろん日本はかなり積極的に推進していますので、そういう意味でリー

ダーシップをとっているということであります。 

  ＮＰＴ体制強化については、議論は日本の話というよりはいわゆる不遵守問題をどうする

かということが中心だったんですね。北朝鮮問題、イラン問題、そういうところに対してど

ういう対応をしていったら良いのかということが議論されまして、これは必ずしも日本の話

ではなかったです。 

  それから、提言の例ということなんですけれども、例えば私が印象に残っているのは、Ｉ

ＡＥＡのＩＮＳＡＧという安全性に関するアドバイザリーグループのメンバーの方々、国際

的な専門家の方々１６人がかなり早い時期、４月の頭だったと思いますけれども、１６人の

専門家による提言というのがありました。この中で今回の事故を現時点での情報に基づいて

の分析なんですけれども、結論としてここまで深刻な事故にならないで避けることができた
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のではないかという結論。それから２番目に、国際的な安全レジーム、安全性に関するレジ

ームの提言、新しいレジームがいるんではないかという提言をされているところです。短い

レポートなんですけれども、私は非常に印象に残っています。 

  それから、４番の日本のエネルギー政策、特に共通して批判が厳しいのは、安全規制のあ

り方、特にこれは表面的と言っていいかもしれないんですが、推進と規制が分かれていない

という点をかなりあちこちから指摘されているというのが印象的ですね。それが実質的にど

ういう問題を起こしているかという点については色々と今回の事故との関係についてもなか

なか難しいところはあると思うんですが、そういう分析が多いことと。 

  東京電力固有の問題というのも幾つか挙げられてはいたんですが、これもむしろどちらか

というと産業界と規制当局の関係の問題というふうな形で出されていることが多かったです

ね。 

  私が印象に残っている分析の中にイギリスのエコノミストの記事がありましたね。これは

東京電力の問題から始まって、それをたどっていくと、最後は日本のエネルギー政策にたど

り着くというんです。そういうふうな短い記事でしたけれども、割りと本質を突いていると

ころがあるかなというのが私の印象です。 

  以上です。 

（大庭委員）先ほど最初にエネルギー原子力政策への批判というところで、推進と規制が分か

れていない問題が指摘されている、との言及がありましたが、ちょうど日本原子力学会が日

本版ＮＲＣを設立すればどうかという提言を出したばかりで、この辺も日本の中でも重要な

議論になってくるのかもしれないですね。 

  以上です。 

（近藤委員長）秋庭委員、どうぞ。 

（秋庭委員）ご説明いただき、ありがとうございました。やはり海外がどのように評価してい

るのか、またその中で日本が海外に対してどのように情報発信していかなければいけないか

ということについて示唆いただいたと思います。 

  それで、私が伺いたいのは、安全性とセキュリティの接点が明らかになったというふうに

おまとめいただいているんですけれども、このことについて２ページ目の三つ目の黒ポツの

ところにありますが、テロ攻撃や医療施設のリスクも再検討すべきということで、福島事故

の健康上のリスクと、４月２６日がチェルノブイリから２５年ですが、そのことについてあ

わせて既に海外では評価とか分析が始まっているという具体的なそういう動きがあるのかど
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うかということをぜひお聞かせいただきたいと思っています。そのことが一つ。 

  もう一つは、４．で海外の論調をとても分かり易くまとめていただいてありがたいと思っ

ているんですが、最後に（５）のところで、今、大庭先生が安全性における国際レジームの

見直しのところをお話になりましたが、やはり現在国内においても安全性の基準は何なのか

というそこのところが要望されていると思います。今までの安全基準がどうも覆されてしま

ったようなんですが、では、その安全基準が一体どういう基準にしたら良いのかということ

で、国際的な安全基準の確立ということが国民からも求められていると思うんです。これに

ついても何か具体的な動きがありましたら、ぜひお聞かせいただきたいと思います。 

  以上です。 

（鈴木委員長代理）核セキュリティ上のリスクと原子力安全のリスクが重なっているというと

ころは、今回はいわゆる放射線テロというものと今回の事故による対策というのは多分重な

っているだろうということは良く分かったと。今回のワークショップでも現時点でだからど

ういう対応をしていったら良いかということについての調査や分析が行われているというこ

とだけではないと思います。使用済燃料のプールの扱いであるとかそういうところももちろ

んテロ対策としても重要だという話は以前からありましたが、今回のワークショップの中で

も原子力発電施設の攻撃がもしあると似たようなことが起きるのではないかという指摘など

はもちろんありました。では、どうしたら良いかという話はまだないということです。 

  それよりも、今回のワークショップではどちらかというと、もちろん今回の事故は深刻だ

けれども、これでもこれだけ深刻なのに、万が一核テロ、爆発が起きたらどうなるのか、も

っと深刻だろうということで、核爆発に対するリスクの脅威の重要性をもっと強調すべきで

はないかということが強調されたというのが私のどちらかといえば今回の教訓だということ

ですね。 

  それから、安全基準の話も、今回のワークショップではあまりこの話はなかったんですけ

れども、今までの記事を読んでみますと、どういう基準にしなければいけないかという話と

は別に、どちらかというと今まではボランタリー（voluntary）、各国が原子力安全性につ

いては責任を持つ、それを何らかの形でマンデタリー（mandatary）、義務として基準を設

けるべきではないかという、どちらかというとそちらの話、制度として成立すべきではない

かというそちらの方向の議論ということで、具体的にどういう基準かという話は今後事後の

調査を踏まえながらやらなければいけないということです。 

（秋庭委員）ありがとうございました。今後の事故の調査、検証が本当に国際社会にその結果
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を発信していくということが、このような国際安全の安全基準の確立や、あるいはセキュリ

ティとの接点にしても、すべて複数の結果というか、これを全面的に発信していくというこ

とが国際社会にとっても寄与するということで、そういうことをぜひ私どもも求めたいと思

っています。ありがとうございました。 

（鈴木委員長代理）１点だけ追加しますと、安全基準という言い方をしてしまいましたが、実

は危機管理対応、こっちのほうが議論は非常に多かったんですね。危機管理対応で国際条約

も既にあるんですけれども、その国際条約に則って今回危機管理対応ができたのかという検

証をやらなければいけないという話、国際協力という意味でですね。それは今後の検証を踏

まえて、危機のときにはどういう国際協力をしていったら良いんだということについての議

論がこれから必要だろうと。ＩＡＥＡの役割をもっと強めるべきだとか、あるいは地域協力

がもっと重要ではないかとか色々な意見が出ましたので、これはまだこれからどういう形で

国際協力をしたら良いかということが議論されると思います。 

（近藤委員長）尾本委員、どうぞ。 

（尾本委員）私は鈴木委員長代理と同じ時期に海外に行っていたんですが、委員として行った

のではないのでここで言うのは適切ではないかなと思って言わないつもりでいたんですが、

先ほどの秋庭委員のコメントにも関係ありますので、簡単に内容を申します。 

フランスでＩＣＡＰＰという会議がありました。これはちょうど連休中に開かれた将来炉

設計の専門家の集まる会議で、とはいっても実際には５００人ぐらい集まったんですが、日、

仏、米の原子力学会がオーガナイズした会議でして、そこで私がプレナリーセッションで話

をすることが元々決まっていたんですが、急遽福島セッションをやれという要望がありまし

て、夕方から始めて、私がオーバービューをして、あと東京電力と日立がそれぞれリカバリ

ーアクションとプラントデザインについて話をする。それから後は幾つかの国がパネリスト

を出して話をすると、こういうものがありました。 

  その内容は鈴木委員長代理がおっしゃることと随分と重なるところがあるなと思って聞い

ていたんですが、特に鈴木委員長代理の報告の３ページ目の（３）で、どこが責任を持って

いるのか、誰が責任を持っているのか、フーイズインチャージということが問われて、そう

いう見方をしているなということがまさに共通項だと思います。 

  それから、全体としてやはり情報が十分に分からないまま既に教訓事項はこうではないか

ということが色々と話をされていて、そこに対して日本はもっと情報提供しなければいけな

いと、そうしないと教訓先取りということになってしまうので、それはよろしくないなとい
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うふうに思ったところです。 

  秋庭委員の言われる安全基準の妥当性ということにつきましては、ロシアのキリエンコ、

ロスアトムの社長ですが、彼がやってきていまして、彼は短期、中期、長期に分けて非常に

論理的な提案をしていました。その中の中期の中で、ＩＡＥＡの基準は十分でないというこ

とが示されたんだから、その改定と法的なフレームワークの修正が必要なんだということを

かなり明示的に言っていました。それについての方法論、こんな方法でなんていうことも彼

はロシアの考えとして言っています。 

  全体として思うのは、日本からの情報提供がピースバイピースで、それをそれぞれについ

ては理解しても、それをもとにして一体全体像はどうなのかということは必ずしも提示され

ていない。その点我々がやった特別セッションでは全体像がうまく提示されたということだ

と思います。非常によかったという意見をもらっています。 

  それから、各国の対応といいますか、今後こういうことをもとにしてどんなふうにしてい

くか、特に既設炉の運転に関してどうするかということについては、国ごとあるいは地域ご

とに違いがあるんです。欧州ではご存じのようにストレステストをやっていきましょうとい

うことで、これを１２月の初めぐらいまでに終えましょうと。しかも、その中で個別の国だ

けではなくて、ある程度専門家をヨーロッパの中でプールしてやっていくべき。ロシアはそ

れに加えてさらに国際的にプールしてやるべきだと、などという話をしておりまして、ここ

は既にＷＥＮＲＡのリクワイヤメントというのが４月２１日ですかね、もう明確にされてい

るという状態にあると思います。それと日本の保安院の緊急対策というものとの整合性みた

いなものが議論になっていくかとは思いますが。私個人的にはおおむね整合しているという

ふうに思っております。 

  それから、アメリカは今後９０日間の短期タスクフォースを設けて、その中でどこをどう

すべきか、基準をどうすべきか、リコメンデーションとかを出すということなんですが、当

面は今のプラントは８０年代成立したステーションブラックアウトルールと、それから９・

１１後のいわゆるＢ５Ｂというものによって安全性が担保されていると、こんなようなこと

を言っております。 

  先ほどのところに戻りますけれども、ロシアが非常に短、中、長と分けてかなり明確なこ

とを言っていたのが印象的で、長期的には新技術の利用によって安全性を高めていくと。こ

れは会議が将来炉に関する会議だったから当然のことなんですが。それと、次世代炉開発と

いうのは国際共同で行われるべきではないかということを言い出したというのが興味あると
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ころかと思います。ロシアがこういうことを言うのは初めてではないんですが、これを機会

にそういうことをもう一度言っているということだと思います。 

  以上です。 

（近藤委員長）ありがとうございました。今の尾本委員の発言について、私から質問というか

良く分からなかったので教えてほしいんですが、キリエンコがＩＡＥＡの基準が不適切とか

言ったのか、不十分と言ったのか、良く分からないけれども、どの点をとらえての話でしょ

うか。 

（尾本委員）具体的なことは何も言ってないんです。この事故によってＩＡＥＡの基準は十分

でないことが示されたのだから、その改定と法的なフレームワークの修正が必要というのが

私のメモです。具体的に、ではどう考えているかということについて議論が必要なんですが、

彼はそれを言わないまま去ってしまったということです。 

（近藤委員長）彼は元ソ連の首相でもあったので、多分今度のＩＡＥＡの閣僚級会合にも彼は

出てくるので、彼がまたそういうことを言う可能性もありますな。 

  ポイントとしていつも話題になるのは、先ほどの鈴木委員のお話にあった、秋庭委員の質

問に対して鈴木委員の答えにあった、要すれば国際基準というのは今のところはボランタリ

ーで、安全条約を通じて各国が取組をレビューすると、そこで注文をつけるというそういう

チェックアンドレビュー方式のボランタリーシステムの中での多少のエンフォースメントと

言わないエンフォースメントがあるという、そういう仕組みで運用するということなんです。 

  恐らく今回の事故の教訓を国際的に汲みとる作業において、国際社会はそういう仕組みで

良かったのかということが議論される可能性はありますね。つまり、そういう仕組みの中で

日本は安全条約の締約国会議には必ずレポートを出してきちんとやっていますと言って丸を

もらったのか丸もらってないのか分かりませんけれども、私は詳細は分からないんだけれど

も。そういうプロセスでちゃんとやっていたという日本で事故が起こったということを国際

社会としてどう評価するかということになる可能性がありますね。これは非常に重要な視点

になる可能性があるわけで、それが仮に不十分というふうに国際社会が判断したら一体どう

すれば良いのかというところが次の問題。その最大の問題が実はランゲージバリアでござい

ますとかいうことになってしまうとなかなか難しい問題になりますよね。だから、そこのと

ころをいわゆる主権の問題に関わる問題なので、原子力安全の世界では一般的にはどこの国

の事故も世界中の国が迷惑を受けるので、その主権はそういうコンテクストで制限されるべ

きという、国際基準が優先されるべきというそういう暗黙の了解があって、それだからこそ
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そういうある種のプレビューアンドレビュー方式になっているんだと思うんですけれども。

さて、どういうふうな結論が導かれるか。 

（大庭委員）大体国際レジームというのは多くのものがボランタリーシステムなんですね。つ

まり、やはり国家主権というものをある種抑えるような仕組みというのを今の国際社会のシ

ステムの中でつくるのは非常に難しくて、その中で原子力の安全規制の部分だけをマンデー

トにするという話はどういうイメージで捉えればよいのかな、と考えます。つまり、これは

主権国家に共通のルールを遵守させる力が強いシステムをつくるということになるんですけ

れども、本当にそういうことをやるのであれば、基準の内容のすり合わせとか色々なことが

関わってくるので、なかなかに難しい作業なのかなと思います。 

（近藤委員長）それは尾本委員が、今までＩＡＥＡでやっていた。 

（尾本委員）私はもともと許認可というのは国の主権の中でとどまるのではなくて、実はもっ

と国境を越えた専門家のレビューというのが必要ではないかという持論をずっと前から持っ

ているんです。それについては色々な批判があることももちろん理解しています。既にそう

いう動きが、この事故を契機にということではなくて、前から始まってきていると思うんで

す。それは具体的に言うと、例えば昨年３月の原子力に関する国際会議、フランスでやった

やつですが、そこでサルコジがスコアボードという言葉を使いましたけれども、それはその

一種であります。それから今回のＥＣ、これはＥＣだからヨーロッパだけなんですけれども、

ストレステストのレビューは各国がやるだけではなくて、欧州の専門家が加わってやるんで

す。つまり、他の国の専門家を招き入れてやると。これを１段階でやるのか２段階でやるか

については国によって違いますけれども、既にそこで国境というものが超えられているんで

す。という格好で、順番に許認可あるいはこのレビューに関してはナショナルバウンダリー

が重要だと、それはもちろん皆さんも思っているんでしょうが、それだけでは済まない。な

ぜならば、放射線は国境を越えていくからという方向に急速にこれで向かっていくのではな

いかと私は思っております。これは私の観測です。 

（大庭委員）ヨーロッパは非常にやりやすいと思うんですね、ＥＣ、ＥＵという枠組みがあっ

て、あれはかなり国際機関の中では非常に遵守性の高いものなので、それはやりやすいと思

います。一般的に言われているのは、ヨーロッパで行われているそのような国境を越えて協

力や取組をしていくことというのはいわば実験であって、それが国際社会全体に適用できる

かどうかという点で、モデルケースとして取り上げられることが多い。原子力安全の分野で

そのような実例ができるのは、私はそれはそれでよろしいのではないかと思います。また、
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私自身が非常に国家主権にこだわっているというわけではないこと、その点は確認をしてお

きたいと思います。 

（近藤委員長）尾本委員、どうぞ。 

（尾本委員）それに関して、先ほどの話の中では触れませんでしたが、キリエンコは短期対策

の中でストレステストは世界レベルで国際的な専門家をプールして行われるべきということ

を言っています。ですから、彼らはロシアもヨーロッパの一部だという発想があるんでしょ

うが、ＥＣの枠を超えて国際的な専門家を受け入れる用意があるということを言っているん

だと思います。 

  それからついでながら、先ほど鈴木委員長代理が避けられたのではないかと、要するに１

６人の専門家の所感の中でそういうことを言っているという点に触れられましたが、ここの

文章はどういうふうに読むかというのは非常にややこしいところで、私は福島の件を分析し

てこういうふうにすれば避けられたというところまで言っているのではなくて、比較的少な

い投資によって避けられることがあるという一般論を展開しているというのが私の理解なん

です。だから、ここはどういうふうに読むかというのは見解の分かれるところだと思います。 

（近藤委員長）確か私の理解でも、そんなに大きな追加投資をしなくてもという、そこが重要

です。今アグリティーズがそうだということ、過去のあそこでのアクションが良い悪いとい

うことをたしかあまり言及してなかったと思いますけれどもね。 

  他に。 

  それでは、どうも貴重な報告をありがとうございました。この議題はこれで終わります。 

 

 （３）その他 

 

（近藤委員長）その他議題、何か事務局ありますか。 

（中村参事官）事務局からは特に準備ございません。 

（近藤委員長）資料２－２は何でしょうか。 

（中村参事官）資料２－２は、委託調査でまとめたものの中で、本来は３月いっぱいでしたの

でほとんどの作業は事故の前に終わっておったんですけれども、その後事故が起きましたの

で、急遽事故に対する各国の状況についても、短い期間でしたけれども、若干整理いたしま

した。その部分だけを抜粋したものでございますので、ご議論の参考になればということで

お出ししたものでございます。 
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  以上です。 

（近藤委員長）もう議論は終わってしまったから、最初に見れば良かったのかもしれないけれ

ども。ありがとうございます。では、これはそういうことで。 

  先生方から何か。よろしゅうございますか。 

  それでは、次回予定を伺って終わります。 

（中村参事官）次回、第１５回の原子力委員会の定例会でございます。開催日時が来週５月１

７日の火曜日、１０時半から、場所は通例どおりこの場所、１０１５会議室を予定してござ

います。 

  それからあわせてご紹介でございますけれども、原子力委員会では原則毎月第１火曜日の

定例会議終了後にプレス関係者の方々との定例の懇談会を開催しております。本日が５月の

開催日としての第１火曜日に当たりますので、定例会議終了後の原子力委員会委員長室にて

プレス懇談会を開催いたします。プレス関係者の方々におかれましてはご参加いただければ

幸いです。 

  以上です。 

（近藤委員長）それでは、今日の会議はこれで終わります。ありがとうございました。 

―了― 


